
公募型プロポーザル公告 

 

 公募型プロポーザルについて、次のとおり公告する。 

 当プロポーザルについて参加を希望する者は、下記により関係書類を作成のうえ、提出されたい。 

 

   令和 8年 1月 9日 

 

              公益社団法人茨城県農林振興公社  理事長  藍原 伸夫 

 

 

１ 委託業務内容等 

（１）委託業務名    

農業用使用済みプラスチック中間処理作業等委託業務 

（２）委託業務内容   

「農業用使用済みプラスチック中間処理作業等委託業務仕様書」のとおり 

（３）委託場所     

茨城県東茨城郡茨城町網掛 1154番 1 

    茨城県園芸リサイクルセンター 

（４）履行期間     

令和 8年 4月 1日から令和 11年 3月 31日  3年間 

（５）提案限度額（消費税及び地方消費税は含まない） 

    ア 当公社が委託する額     単価：57円／kg以上 62円/kg以下 

                     総額：227,430,000円以上 247,380,000円以下 

    イ 当公社が売払う額      単価：57円／kg以上 

                    総額：227,430,000円以上 

    ※単価は、ビニールグラッシュ製造量当りの金額である。また、総額は年間見込製造量

1,330トンの契約期間（3年間）分である。なお、この額は、予定価格を示すものではな

いことに留意すること（予定価格は別途定める）。 

    ※売払う額については、（５）アにおいて提示する委託額と同額であることを条件とする。 

なお、委託額以上の単価としても差支えない。 

 

２ 参加者の資格に関する事項 

   当該プロポーザルに参加しようとする者は、次の全ての要件を満たす者であること。 

① 産業廃棄物処分業の許可を有する者であること。 

 ② 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号。以下「政令」という。）第 167 条の 4 第 1 項の

規定に該当しない者であること。 

 ③ 政令第 167条の 4第 2項の規定に基づく茨城県の入札参加の制限を受けていない者であるこ

と。 

 ④ 過去 3年間において課税庁による滞納処分を受けたことがない者であること。 

 ⑤ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者

又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続き開始の申立てがなされている

者でないこと。 



 

 ⑥ 過去 3年間において、主要取引先からの取引停止などの事実があり、経営状況が著しく不健

全であると認められる者でないこと。 

 ⑦ 過去 3 年間において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号。以下

「廃掃法」という。）その他関係法令の違反により行政処分を受けたことがない者であること。 

 ⑧ 茨城県暴力団排除条例（平成 22年茨城県条例第 36号）第 2条第 1号から同条第 3号に規定

する者でないこと。 

 ⑨ 廃掃法第 21 条に基づく技術管理者の資格を有する者のうち、委託場所へ配置できる者がい

ること。 

 

３ 手続き等に関する事項 

（１）担当部署 

    公益社団法人茨城県農林振興公社 園芸振興部 園芸リサイクルセンター 

     〒311-3137 

     茨城県東茨城郡茨城町網掛 1154番 1 

     TEL：029-293-6800 

     FAX：029-293-6860 

     E-mail：risaikuru@ibanourin.or.jp  

     担当：小室、髙瀬 

（２）公募に関する説明書の交付 

 ① 交付期間 

    令和 8年 1月 9日（金）から令和 8年 1月 28日（水）まで 

 ② 交付方法 

    公益社団法人茨城県農林振興公社ホームページからダウンロードする。 

    なお、直接交付を希望する場合は、上記（１）の担当部署に事前に連絡すること。 

（３）プロポーザル参加意思の表明 

    この公募型プロポーザルに参加を希望する者は、プロポーザル参加意思表明書（様式第 1

号）を上記（１）に示す場所に令和 8 年 1 月 28 日（水）午後 5 時までに提出しなければな

らない。提出書類その他詳細については、公募に係る説明書による。 

 

４ 質問の受付・回答方法 

（１）受付期限 

    令和 8年 1月 19日（月）午後 5時まで 

（２）質問の提出方法 

    上記３（１）の担当部署へ質問書（様式第 4号）により FAX又は電子メールにて送付する

こと。 

    なお、質問を送付したときは、電話で送付確認を行うこと。 

（３）質問の回答方法 

    全ての質問を一括してプロポーザル参加希望者全員に、令和 8 年 1 月 23 日（金）までに

FAX 又は電子メールにより回答する。なお、回答書の記載事項は、本説明書の追加又は修正

とみなす。 

     



 

５ 企画提案書等の提出及びプレゼンテーションについて 

（１）上記３（３）を提出した者は、公募に係る説明書に基づき企画提案書を作成し提出すること。 

（２）提出期限 

    令和 8年 2月 5日（木）午後 5時まで 

（３）提出先 

    上記３（１）の担当部署へ郵送又は持参に限る。 

    なお、郵送の場合、提出期限必着とする。 

（４）提出書類 

    詳細は、公募に係る説明書による。 

（５）企画提案者によるプレゼンテーション日時等 

    ①日 時  令和 8年 2月 16日（月）午後 2時 30分から 

    ②場 所  ホテル テラスザガーデン 水戸 

           茨城県水戸市宮町 1-7-20 （水戸駅南口直結） 

           電話 029（300）2500 

    ③その他  実施時間は 1者につき 30分以内。 

          非公開とする。 

          プレゼンテーションは、事前に提出した書類をもとに行う。 

 

６ 審査方法 

   農業用使用済みプラスチック中間処理作業等委託業務プロポーザル審査委員会が別に定め 

る「評価項目及び配点表」により審査を行う。なお、審査内容は非公開・問合せ不可とし、 

審査結果についての異議申立ては認めない。 

 

７ 問合せ先 

   上記３（１）担当部署に同じ。 


